
舟橋村告示第４号 

 

住民票の職権消除及び公示送達について 

 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４２

年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権で消

除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定によ

り、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に富山県

知事に審査請求することができる。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができる。 

 

 令和８年４月１日 

 

舟橋村長  渡 辺  光    

 

 

 １ 職権消除した住民票 

   住  所  富山県中新川郡舟橋村舟橋６５番地３ 

         ビレッジハウス舟橋１号棟２０７号室 

   氏  名  田中 利幸 

   生年月日  昭和３２年３月１０日 

 

 

 ２ 消除した年月日 

   令和８年４月１日 


